
質
問
：
(1) 

市
民
の
不
安
解
消
を
基
本

に
柔
軟
な
対
応
を
。

答
弁
：
除
染
状
況
調
査
地
域
の
指
定

解
除
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
市
内
５
５
１

箇
所
の
放
射
能
測
定
を
行
っ
て
い
る
。

国
の
基
準
の
０
・
23
マ
イ
ク
ロ
シ
ー

ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
て
い
る
所
は
な

い
。
新
た
な
除
染
は
行
わ
な
い
。

質
問
：
(2) 

今
で
き
る
対
策
を

①
事
故
後
５
年
、
低
線
量
に
つ
い
て

　

の
講
演
会
な
ど
を
開
い
て

②
子
供
の
甲
状
腺
ガ
ン
検
診
実
施
を

③
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
の
除
染
実
施
を

④
山
菜
な
ど
の
高
汚
染
の
注
意
喚
起
を

⑤
山
の
落
ち
葉
の
循
環
、
高
汚
染
に

　

注
意
を

答
弁
：
講
演
会
、
検
査
等
は
、
保
護

者
等
か
ら
の
放
射
能
問
題
に
関
す
る

相
談
は
な
い
状
況
で
あ
り
、
実
施
す

る
考
え
は
な
い
。
タ
ケ
ノ
コ
、
山
菜
、

タ
ラ
の
芽
、
コ
シ
ア
ブ
ラ
な
ど
出
荷

制
限
は
行
っ
て
い
る
。
森
林
除
染
を

行
う
考
え
は
な
い
。

質
問
：
内
閣
府
が
勧
め
て
い
る
障
害

者
差
別
解
消
支
援
地
域
協
議
会
を
設

置
す
る
考
え
は
あ
る
か
伺
い
ま
す
。

答
弁
：
既
存
の
大
田
原
市
地
域
自
立

支
援
協
議
会
を
活
用
す
る
な
ど
、
設

置
に
向
け
て
検
討
し
て
い
ま
す
。

質
問
：
市
職
員
等
が
適
切
に
対
応
す

る
、
い
わ
ゆ
る
合
理
的
配
慮
を
す
る

た
め
に
、
対
応
要
領
を
定
め
周
知
や

研
修
を
す
べ
き
と
思
う
が
ど
う
進
め

て
い
く
か
伺
い
ま
す
。

答
弁
：
障
害
者
差
別
解
消
法
に
基
づ

き
、
現
在
職
員
向
け
の
対
応
要
領
を

作
成
し
て
い
ま
す
。
対
応
要
領
に
は

不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い
や
、
合
理

的
配
慮
の
具
体
例
の
記
載
、
所
属
長

の
責
務
や
職
員
の
研
修
啓
発
の
実
施

に
つ
い
て
規
定
を
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
要
領
は
、
年
度
内
に
職
員
へ

周
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
も
要

領
に
基
づ
き
研
修
、
啓
発
を
実
施
し
、

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消

を
推
進
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

質
問
：
新
庁
舎
に
総
合
窓
口
案
内
所

で
対
応
で
き
る
職
員
配
置
の
考
え
は

あ
る
か
伺
い
ま
す
。

答
弁
：
総
合
窓
口
に
つ
い
て
は
、
対

応
で
き
る
形
で
配
慮
を
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

放
射
能
対
策
に
つ
い
て

本澤　節子 議員弓座　秀之 議員

障
害
者
差
別
解
消
法

施
行
に
伴
う
本
市
の
取
り

組
み
と
準
備
状
況
に
つ
い
て
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